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環境政策における情報手法としてのグリーン購入法

田 中 謙

Abstract

Thereismuchdemandforthecirculatorysocietyinthistimes.Thecommand-and-control

systemfailstofunctionproperly,Sotheinformationsystemhaslatelyattractedconsiderableat-

tention.LawconcernlngthePromotionofProcurementofEco-FriendlyGoodsandServicesby

theStateandOtherEntities(LawonPromotingGreenPuI･Chasi】1g)istheinformationsystem

thatintendstochangetothecirculatorysociety.

ThekeywordthatLawonPromotlngGreenPurchasingfunctionsproperlyisthequalityof

theinformation.Inthislaw,theprocurementpolicyforeco-fl･iendlygoods,etc.andthesummary

ofprocurementtrackrecordarepublishedwithoutdelay.Andthosewhoprovidetheinformation

oneco-friendlygoods,etc.shallendeavortoprovideeffectiveandappropriateinformation.Soin

theinformationsystem,thetransparencyandreliableinformationisrequested.

【要旨】

今日,大量生産 ･大量消費 ･大量廃棄型の社会から循環型社会への転換は,いまや時代的要請

といえる｡また,従来,環境政策における法的手法として主に用いられてきた規制 ･監督手法は

機能不全を起こしていることを踏まえて,環境政策においても,情報手法が注目されている｡い

わゆるグリーン購入法は,循環型社会への転換を意図して策定された法律であり,また,情報手

法として位置づけることができる｡

環境政策における情報手法としてグリーン購入法をうまく棟能させる ｢鍵｣は,情報の ｢質｣

といえる｡グリーン購入法においては,①国等の公的部門における環境物品等を調達する段階で

は,環境物品等の調達要件や調達実績を明確にするとともに公表することによって,当該情報の

｢透明性｣を確保することが要求され ②環境物品等に関する情報を提供する段階では,できる

限り独立した第三者機関が実施する認証 ･審査登録制度を充実させることによって,提供される

環線情報の ｢信悉性｣を確保することが要求されるO

【Keyword】

circulatorysociety,afunctionaldisorderofcommand-and-controlsystem,informationsystem,
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第 1章 はじめに

現在社会においては,大量生産 ･大量消

費 ･大量廃棄型の経済活動によって,最質面

面にわたって環境への負荷が増大している｡

こ0)ような状況を踏まえて,2000年に循環型

社会形成推進基本法 (2000年 6月 2日公布法

律11O号)が成立した川 ｡ 同法は,これまで

の大量生産 .大量消費 ･大量廃棄型o)社会か

ら,廃棄物の発生を抑制し,廃棄物を有効活

用する r循環型社会｣への転換を行なおうと

するものである｡ もっとも,同法は基本法で

あるので,そ¢)具体化のためには法制上また

は財政上の措置が必要である｡本稿で触れる

｢国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律(20OO年 5月31日公布法律第100号)｣

(以下,｢グリーン購入法J という)は,こ

の循環型社会形成推進基本法を具現化したも

0)である｡

経済性や品質が基準 とされていたが,循環型

社会を形成するためには,再資源化された商

品の販路を確保する必要がある｡これまで,

再生品は,価格が高いために売れず,売れな

いために高いという悪循環が生じていたが,

グリーン購入法は,需要を増大させることに

よって価格を低下させ,そうすることによっ

てますます需要を増大させ,市場競争力が生

まれるという好循環を期待している｡

ここで用語の確認をしてお くと,｢グリー

ン購入｣とは,製品やサービスを購入する際,

必要性を十分に考慮し,価格や品質,利便性,

デザインだけでな く環境のことを考え,環境

へOj負荷ができるだけ小さいものを優先して

購入することである｡グリーン購入は,製品

やせ-ビスを購入する際に,価格や性能だけ

ではなく,製品やサービスU:)生産 ･流通 ･使

用 ･処分等に関わる環境負荷が小さいことを

重要な選択基準としている｡なお,グリーン

購入のうち,企業や因 ･地方公共団体等O-)汰

人による製品やサービスの調達を rグリーン

調達｣ということもある｡

グリーン購入は,市場 (マーケット)にお

ける消費者の購買行動を通じて,環境保全の

推進を図ろうと誘導する手法であるが,その

前提 として,情報提供手法が重要となる｡す

なわち,グリーン購入による環境負荷の低減

を効果的に行なうためには,消費者に対して,

それぞれの商品に関する環境影響¢)情報が十

分かつ正確に伝えられていなければならな

い｡その環線情報伝達の手段 として広 く)削 ､

られているのか ｢環境ラベル｣であるoその

ため,グリーン購入と環境ラベル,とは不可分

の関係にあるといえる(∠)0

環境政策における環境政策手法は,開発途

上にある手法も含め,極めて多様性に富んで

いる(･日が,環境基本計画では,環境政策手法

として,①直接規制的手法,②枠組規制的手

法,③経済的手法,④自主的取組手法,⑤情

報的手法,⑥手続的手法,などに分類してい

る (環境基本計画第 2部第 2節 3 ｢あらゆる

政策手段の活用 と適切な組合せ｣参照)｡ も

ちろん,環境政策手法の中心は①直接規制的

手法であろうが,近年,環童政策において注

目されるようになってきたのが ｢情報手法｣

である川｡グリーン購入法では,行政自身に

は自己拘束による努力義務,事業者には環境

負荷に関する情報提供などを求めて,環境に

優しい商品が売れるようにしようとする情報

提供手法が用いられるなど,情報手法が重要

な役割を果たしている｡

本稿では,まず,環境政策においてなぜ情

報手法が用いられるようになってきたのかに

ついて概観 し (第 2章),情報手法の 1つと
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してグリーン購入法を取 り上げ (第 3章),

同法を素材として情報手法ではどのようなこ

とが要求されるのかについて検討する (第 4

章)こととしたい｡

第 2章 環境政策における情報手法

最近,環境政策においで情報手法が活用さ

れるようになってきたが,まず,情報手法と

はどのような手法なのか,そして,環境政策

においてなぜ情報手法が活用されるようにな

ったのかについてみていくこととする｡

1.情報手法とは ?

まず,情報手法とはどのような手法なのか

であるが,環境基本計画では,情報手法とい

う用語は用いられていないが,情報的手法と

いう用語が用いられている｡環境基本計画に

よれば,情報的手法とは,｢消費者,投資家

をはじめとする様々な利害関係者が,資源採

取,生産,流通,消費,廃棄の各段階におい

て,環境保全活動に積極的な事業者や環境負

荷の少ない製品などを評価して選択できるよ

う,事業活動や製品 ･サービスに関して,環

境負荷などに関する情報の開示と提供を進め

ることにより,各主体の環境に配慮した行動

を促進しようとする手法｣をいう (環境基本

計画第 2部第 2節)｡その適用にあたっては,

この手法が効果を発揮するためには,開示,

提供される情報が事業活動などによる環境負

荷を正しく反映したものであることが必要不

可欠であることを踏まえ,情報の開示や提供

の手法と合わせ,事業活動や製品などの環境

面からの評価の手法の開発を進め,その普及

を図ることが必要となる (環境基本計画第 2

部第 2節)0

以上の定義からも伺えるように,環境政策

における情報手法という場合,次のような特

徴があると考えられる｡第 1に,情報手法で

活用する情報は,事業活動や製品 ･サービス

における環境負荷などに関する情報である｡

第 2に,情報手法として活用される手法の中

心は,当該情報の開示あるいは情報提供の手

法という,いわゆる情報公開手法である｡第

3に,情報手法は,各主体が環境に配慮した

行動を促進することを目指した誘導手法の 1

つとして位置づけることができる(5)｡このよ

うに,情報手法は,直接に一定の行動を命令

したり禁止したりするのではなく,それ以外

の間接的な方法である情報を活用することに

よって,私人の諸活動を適切な方向へ促進ま

たは抑制するよう誘導しようとする手法とい

える｡

2.情報手法の意義 ･必要性

次に,なぜ環境政策においで情報手法が活

用されるようになったのかについてみていく

こととする｡

(1)規制 ･監督手法の機能不全

従来,環境政策における法的手法としては,

主として規制 ･監督手法が用いられてきた｡

具体的にいえば,私人に対して命令 ･禁止等

の義務を課す規制を行ない,それらの義務が

遵守されているか監督し,違反に対しては命

令や罰則で対応するという,いわゆる ｢命令

-管理型(command-and-controlapproach)｣

の方法である｡しかし,この規制 ･監督手法

に対しては,さまざまな問題が指摘されてい

る(6)0

まず,環境基準 ･排出基準等の基準の設定

に際しては,純粋科学的に基準が決定される

のではなく,実現可能性などの政策的要素が

考慮されるために,往々にして,低いレベル

の基準になってしまうといった,当該基準値

自体に問題があるとする,いわゆる ｢規律の
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欠敏 (Regulungsdefizit)｣が指摘されてい

るし,スソ切りなどの問題 もあげられる｡そ

a:)背景 として,現行の法システムが必要以上

に営業の自由を尊重する産業優先の法システ

ムであることや,環境にやさしくない立法過

程が指摘できよう｡

次に,規制 ･監督手法において目的実現の

うえで重要 となるのは違反に対する執行活動

であ り,違反を発見した行政は,行政命令等

を背景にしてその是正に取 り組むこととなる

が,いわゆる r執行o)欠映 (Vollzugsdefizit)｣

の問題 も指摘されている｡すなわち,発動要

件が厳 しすぎるために規制権限が発動されな

い場合があるほか,ワンクッション ･システ

ム(7l,限 りある行政 リソ-ス (人員 ･費用 ･

法的権限等),もたれあいの構造,縦割行政

などの問題ojために,必ずしも違反に対する

執行活動が行なわれていないことも指摘され

ている｡

(2)情報手法の意義 ･必要性

以上のような規制 ･監督手法の機能不全に

かんがみ,今 日aj環境政策においては,従来

の規制 ･監督手法を補完する環境政策手法の

1つとして,情報を活用 した手法が用いられ

るようになってきており,情報o/)有効性が高

く評価されている｡それを反映するように,

た とえば,1997土日こは環境影響評価法が成立

し,廃棄物処理法が改正され,1999年には,

情報公開法(H)のほか,いわゆるPRTR法

(PollutantReleaseandTransferRegister:

環境汚染物質排出 ･移動登録 ･,法律cT/)正式名

称は ｢特定化学物質uj環境への排出量の把握

等及び管理の改善の促進に関する法律｣ (以

i,｢PRTR法｣ という)が成立 した川)が,

これらの法律では,情報が重要な役割を果た

している｡欧米に目を向けると,ECでは,

1990年に ｢環線情報へU)自由なアクセスに関

する理事会指令(川)J(以下,｢環矧 育報指令｣

という)が,1992年には情報 と市場を活用す

る手法であ る ｢エ コマー ク規則(川 ｣が,

1993年には情報 と事業者の合意 とを基礎 とす

る手法である ｢環境マネジメン ト ･監査規

則(12)Jが,それぞれ成立 している｡ また,

ドイツでは,199,1年に r環境情報公開法(川｣

が成立するに至っているし,1995年には ｢環

境監査法(‖)Jが施行 されている. これ らの

手法は,いずれも情報を活用する環境政策手

法 といえ,情報が重要な役割を果たしている｡

ここで注意すべきことは,情報手法は,直

♂)ではな く, とりわけ関連する情報を公表 ･

開示 ･提供することによって,私人の諸活動

を適切な方向へ促進または抑制するよう誘導

しようとしているということである｡その際,

環鼻配慮活動をしている事業者は,それが社

会的に評価されて競争上有利に働 く一万,そ

うでない事業者は不利な立場におかれるよう

なシステムを導入することが期待 されてい

る(ll')｡なお,情報手法は,直接に一定の行

動を命令 した り禁止 した りするのではないと

いう点で,従来の規制 ･監督手法 とはまった

く異なる手法 といえる｡そして,行政 リソー

スの限界に対処でき,各主体における対策が

柔軟性 を有 している情報手法は,従来の規

制 ･監督手法 とまった く異なる手法 といえる

がゆえに,従来の規制 ･監督手法の機能不全

を補完する役割が期待されている｡

3.情報手法の拝型

環境政策における情報手法にはどのような

種類のものがあるのかであるが,現在の とこ

ろ,①環境報告書に基づ ぐ情報提供,②商法 ･

証券取引法に基づ く公表,③PRTR法に基

づ く公表,④環境 ラベルが考 えられる(1fH｡

このなかで,①②③は各企業の環鼻情報を公
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表 ･提供するものであるのに対して,④は製

品の情報を公表するものである｡また,②③

は法律に基づ くものである｡

(D環境報告書に基づ (情報提供手法とは,

公共財である環境を利用して事業活動を行な

う企業が,■自らの環境に対する取組み,環境

負荷に関する情報などを ｢環境報告書｣の形

で作成 ･公表するという手法である(17)｡環

境報告書の記載内容は,業種 ･企業ごとに違

いがあり,それによる情報の公表は任意に行

なわれているにすぎない｡

②商法 ･証券取引法に基づ く公表手法であ

るが,現行商法の規定では,毎決算期後,取

締役が作成すべき計算書類 として,｢賃借対

照表｣｢損益計算書｣｢利益 (損失)処理に関

する議案｣ とともに ｢営業報告書｣の作成が

義務づけられている (281条)ほか,本店お

よび支店での備置きおよび定時株主総会での

報告が義務づけられている (282条,283条)0

たしかに,環境関連情報の開示 ･提供を明示

的に要求しているわけではないが,｢営業報

告書｣の中で ｢会社が対処すべき課題｣を明

記することとなっており (商法281条 1項 3

号),企業の環境情報がその一環 として触れ

られることがある｡また,証券取引法では,

有価証券報告書に ｢重要な訴訟事件があると

きは,その概要を記載すること｣とされてお

り (証券取引法24条による省令15条),この

ような場合に限定してであるが環境問題につ

いて記載されることがありうる(18)0

③PRTR法に基づ く公表手法であるが,

PRTR法では,(a)事象者に化学物質の環

境への排出量や廃棄物の移動量の把握 と国へ

の届出を義務づけ (5条),(b)国は届け出

られた情報を物質ごとに,業種別 ･地域別な

どに集計 ･公表し (8条),(C)国は小規模事

業者や家庭 ･農地 ･自動車などからの化学物

質の環境への排出量 も推計 して公表 し (9

条),(a)国民からの請求があれば,国は営

業秘密を確保 しつつ,個別事業所のデータを

開示する (11条),という手法が用いられて

いる｡

④環境ラベル手法とは,環境負荷の少ない

製品としての認定を受けたときに,これにつ

いて当該製品に表示する手法である｡なお,

｢環境ラベル｣ とは,｢製品やサービスの環

境側面について,製品や包装ラベル,製品説

明書,技術報告,広告,広報などに書かれた

文言,シンボル又は図形 ･図表を通じて購入

者に伝達するもの｣を幅広 く指す用語である

が,より狭義の意味で,｢環境負荷データ表

示 ･提供｣を除 く,｢マーク等表示｣(同等の

機能を有する物品 ･サービスのグループの中

で,当該物品 ･サービスが環境負荷の低減に

資する物品 ･サービスであることを,マーク

等を表示することにより示すもの)の弟を,

｢環境ラベル｣ として指す場合もある｡環境

ラベル手法の代表的なものとして,日本では,

エコマ一一ク制度が1989年から発足している｡

環境ラベル制度の目的は,ラベルを表示した

製品のイメージを向上させ,消費者が製品を

選ぶ参考にさせることにより,製造者に製品

の環境上の影響についての責任感を養い,市

場を通じて環境を保護することである｡製品

についての情報手法として活用しうる性質を

持つといえる｡

第 3章 グリーン購入法の概要

｢国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律 (2000年 5月31日公布法律第100

号)｣(以下,｢グリーン購入法｣という)は,

政府内で取 りまとめられた素案をたたき台

に,超党派の議員立法により制定され,2000

年 5月3日]に公布された(19)｡本法は,国等

の機関にグリーン購入の取組みを義務づける
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とともに,地方公共団体,事業者,国民にも

グ 1)-ン購入に努めるへきことを定め,また,

事業者,民r~肝甘体,国 7/)ti環境物l鋸 こ関する適

切な情報提供を進めることを定めている法律

であるか,以下に述べるように,r情報｣が

重要な役割を果たしている情報手法 といえ

る｡以下,本法を概観する｡

1.本法の目的

本法は,｢国,独立行政法人等及び地方公

共団体による環境物品等の調達の推進,環境

物品等に関する情報aj提供その他の環境物品

等への需要の転換を促進するために必要な事

項を定めることにより,環境への負荷の少な

い持続的発展が可能な社会の構築を図り,も

って現在及び将来の国民の健康で文化的な生

活の確保に寄与すること｣を目的としている

(1条)｡すなわち,①国等の公的部門にお

ける環境物品等の調達を推進したり,②環境

物品等に関する情報を提供することによっ

て,環境負荷の少ない持続可能な社会を構築

することを目的としている｡

ここで,｢環境物品等｣が問題 となるが,

本法では,①再生資源その他の環境への負荷

の低減に資する原材料又は部品,②環境への

負荷の低減に資する原材料又は部品を利用し

ていること,使用に伴い排出される温室効果

ガス等による環境への負荷が少ないこと,倭

用後にその全部又は一部の再使用又は再生利

用かしやすいことにより廃棄物の発生を抑制

することができることその他の事由により,

環境への負荷の低減に資する製品,③環境へ

a:)負荷の低減に資する製品を用いて提供され

る等環境へ0:,)負荷o)低減に資する役務,0,)い

ずれかに該当する環境負荷の低減に資する物

品または役務をいう (2条 1項)｡こaj定義

から,本法は,再生品のみならず,広 く環境

負荷の低減に資する物品および役務o:)購入等

を促進しようとするものであることか伺え,

その意味で,循環型社会形成推進基本法1リ条

什再生 品UI)使用aj促進｣)0)ほか,環境基本

法21条 (r環境へ0)負荷の低減に資する製品

等の利用0/)促進J)を具現化する法制度であ

るといえる(洲 ｡

2.国および独立行政法人等における調達の

推進

本法では,固および独立行政法人等の公的

部F=判こおける環境物品等の調達oj推進が最も

大きな柱となっており,国及び独立行政法人

等に対して,｢物品及び役務の調達に当たっ

ては,環境物品等へq-)需要o)転換を促進する

ため,予算の適正な便f削′こ留意しつつ,環境

物品等を選択する｣という努力義務を課して

いる (3条 1項)｡このように,本法は,国

や独立行政法人等といった公的部門の購入主

体が,大規模な購入者 ･発注者としての地位

を利用することにより,公共契約を通じて環

境政策を推進する狙いを持っている(川｡

政府においては,1995年度より,｢国q)事

業者 ･消費者 としての環境保全に向けた取組

みの率先実行ojための行動計画｣を策定し,

そ0)中でグリーン購入の推進が図られてきた

が,必ずしも十分な成果が上がっているとは

いえない状況であった｡そこで,本法では,

これまで各省庁に限られていた対象機関を,

国会や裁判所,さらには独立行政法人等にま

で拡大している｡ なお,本法にいう ｢独立行

政法人等｣とは,r独立行政法人 (独立行政

法人通則法 2条 1項に規定する独立行政法

人)叉は特殊法人 (法律により直接に設立さ

れた法人又は特別の法律により特別の設立行

為をもって設立された法人であって,総務省

設置法 4条15号の規定a)適用を受けるもの)

のうち,その資本金の全部若しくは大部分が

国からの出資による法人又はその事業oj運営
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のために必要な経費の主たる財源を国からの

交付金若しくは補助金によって得ている法人

であって,政令 (｢国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法律第 2条第 2項の法

人を定める政令｣)で定めるもの｣をいう

(2条 2項)0

(1)基本方針の策定 ･公表

国及び独立行政法人等が,環境物品等の調

達を総合的かつ計画的に推進するに当たって

は,共通の基本ルールを定める必要がある｡

そのため,本法では,国に対して,環境物品

等の調達の推進に関する基本方針 (以下,

｢基本方針｣という)の策定を義務づけてい

る (6条 1項)｡基本方針には,①国及び独

立行政法人等による環境物品等の調達の推進

に関する基本的方向,(∋国及び独立行政法人

等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の

種類 (｢特定調達品目｣)及びその判断の基準

並びに当該基準を満たす物品等 (｢特定調達

物品等｣)の調達の推進に関する基本的事項,

③その他環境物品等の調達の推進に関する重

要事項,が定められる (6条 2項)0

基本方針の策定手続きであるが,環境大臣

が,あらかじめ各省各庁の長等 (国にあって

は各省各庁の長,独立行政法人等にあっては

その主務大臣)と協議して案を作成し,閣議

決定される (6条 3項)｡閣議決定された場

令,基本方針は,環境大臣によって,遅滞な

く公表される (6条 5項)(22)0

(2)各機関による調達方針の策定 ･公表と

調達実績の概要の公表

基本方針が策定されると,各省各庁の長お

よび独立行政法人等の長 (当該独立行政法人

等が特殊法人である場合にあっては,その代

表者)によって,毎年度,基本方針に即して,

物品等の調達に関し,環境物品等の調達の推

進を図るための方針 (｢調達方針｣)が作成さ

れる (7条 1項)｡この調達方針には,①特

定調達物品等の当該年度における調達の目

標,②特定調達物品等以外の当該年度に調達

を推進する環境物品等及びその調達の目標,

③その他環境物品等の調達の推進に関する事

項,が定められる (7条 2項)｡同方針が作

成されると,遅滞なく,公表される (7条3

項)0

各省各庁の長および独立行政法人等の長

は,この調達方針に基づいて,当該年度にお

ける物品等の調達を行うものとされており

(7条4項),また,毎会計年度または毎事

業年度の終了後,遅滞なく,環境物品等の調

達の実績の概要を取 りまとめ,公表するとと

もに,環境大臣に通知する義務が課せられて

いる (8条 1項)｡この通知を受けて,環境

大臣は,環境物品等の調達の推進を図るため

特に必要があると認められる措置をとるべき

ことを,各省各庁の長等に対して要請するこ

とができる (9条)0

3.地方公共団体による調達の推進

地方公共団体は,その総体としてみれば国

以上に大きな経済主体であり,グリーン購入

の率先的実施が望まれる｡現在のところ,都

道府県や政令市ではまずまずの実施状況であ

るが,市町村では,まだまだこれからという

状況であり,今後のなお一層の普及拡大が必

要な状況である｡他方,物品調達は,地方自

治の根幹をなすものであり,また現に独自の

方法でグリーン購入を進めている団体もあ

る(23)ことから,国の法律をもって一律的な

規制等をすることは慎重にすべきであると考

えられた｡

以上の点を考慮して,本法では,都道府県

および市町村の ｢努力義務｣という形で,毎

年度,物品等の調達に関し,環境物品等の調
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達の推進を図るため0)方針を作成し (10条 1

項),当該方針に基づいて,当該年度におけ

る物品等の調達を行うことを要求している

(lo薬 :う項).同方針には,当該年度に調達

を推進する環境物品等およびその調達の目標

について定められる (10条 2項)0

4.環境物品等に関する情報提供

グリーン購入のためには,そU)前提として,

環境物品等の情報を必要とする購入者に,当

該情報が提供されることが重要である｡そこ

で,本法では,各種主体による情報提供の適

切な実施を促進するうえで必要な規定が設け

られている｡

(1)事業者による情報提供U:)推進

物品の製造,輸入,販売等を行なう事業者

には,当該物品の購入者等に対し,当該物品

等に係る環境への負荷の把握U)ため必要な情

報を適切な方法により提供する努力義務が課

せられる 日2条). なお,この場合の ｢適切

な方法｣とは,事業者自らが製品カタログ等

により環矧青報を提供すること,後述する環

境ラベル等の第三者機関による環境情報提供

システムを活用することの両者が含まれる｡

(2)第三者機関による環勢情報提供システ

ムを活用した情報提供の推進

事業者自らが環境物品情報を個別的に提供

する方法は,自分で自分の情報を提供すると

いうものであるため,提供される情報の信頼

性には疑問が残る｡そのため,独立した中立

的な第三者機関が事業者等の製品等の環境へ

の負荷に関する情報を提供すれば,当該情報

の信頼性も確保することが期待できよう｡ 購

入者にとっても,事業者自らが提供する情報

よりも第三者機関が提供する情報の万が,伝

頼できる有用な情報 といえるであろう｡ この

ような第三者機関による情報提供の事例とし

ては,エコマー'/,グリーンマーク等の ｢環

境ラベル｣や,各製品の環境情報を一 覧的に

とりまとめて提供する取組み (たとえば,グ

リーン購入ネ､ソトワークの環境製品データフ

ック)があげられる｡

以上のような環境ラベル等の情報提供の質

的向上を図るため,本法では,他の事業者が

製造,輸入,販売する物品等について環境へ

の負荷の低減に資するものである旨o)認定を

行い,またはこれらの物品等に係る環境への

負荷についての情報を表示すること等により

環境物品等に関する情報の提供を行う者に対

して,科学的知見を踏まえ,および国際的取

決めとの整合性に留意しつつ,環境物品等へ

の需要の転換に資するための有効かつ適切な

情報を提供する努力義務が課せられている

(13条)｡この場合における ｢国際的取決め

との整合性｣とは,国際標準化機構 (1SO)

の環境ラベル規格に準拠すること等が念頭に

置かれているといえよう｡

(3)国による関連情報の整理 ･提供

環境物品情報の量的増加 ･質的向上と同時

に,これらの情報源に関する情報が体系的に

整理され,さまざまな購入者のニーズに応じ

た検索や比較ができるようにすることも重要

である｡ そのため,本法では,国に対して,

環境物品等への需要の転換に資するため,事

業者や認定機関などの第三者機関が行う情報

oj提供に関する状況について整理および分析

を行い,その結果を提供することを要求して

いる (14条)｡なお,この要求を受けて,環

境ラベル等データベースが作成され,環境省

のホームページで公表されている(コ′1)｡
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第 4章 グリーン購入法における情報

手法の検討

環境政策における情報手法としてグリーン

購入法を概観したが,本章では,グリーン購

入法で用いられているさまざまな情報手法に

ついて検討することとしたい｡グリーン購入

法では,行政自身には自己拘束による努力義

務,事業者には環境負荷に関する情報提供な

どを革めて,環掛 こ優しい商品が売れるよう

にするためにさまざまな情報手法が用いられ

ているが,とりわけ,誰がどのような環境に

関する情報を作成 ･収集 ･公開するのかとい

う点に着目しつつ,あるべき環境政策手法に

ついて検討することとしたい｡

なお,情報手法というとき,行政自身の情

報を公開するとか,行政が情報を収集する方

法,行政が情報を提供して社会を誘導すると

いう,これまで行われている手法だけではな

く,被規制者に情報を収集させて行政に提供

させる手法,被規制老自身が情報を社会に対

して公開するように義務づける手法などにつ

いても考える必要がある(25)｡ただし,本稿

では,グリーン購入法の法システムに従って,

(1)国等の公的部門における環境物品等の調

達と,(2)環境物品等に関する情報の提供,

の大きく2つの段階に分けて,あるべき環境

政策手法を模索することとしたい｡

1.国等の公的部門における環境物品等の

調達

国や地方公共団体などq)公的主体が物品や

役務の調達のための契約を締結する場合,調

達という本来の目的からすれば,一方で予算

の浪費防止 ･効率的利用,他方で契約の相手

方となり得る競願事業者の保護のため,経済

性 ･公正性が基本原則になると考えられ

る(26)｡すなわち,グリーン購入法のように,

調達契約に政策目的を盛り込むことは,公的

主体にとって経済的に有利な内容の契約を締

結するという意味での経済性 と対立し得る

し,また,経済的に有利な契約を締結し得る

相手方を排除するという意味では,競願事業

者の保護とも対立し得る｡

政策目的と経済性との対立については,グ

リーン購入法では,｢予算の適正な使用に留

意しつつ｣(3条)という留保を付しており,

2つの要請が対立する場合にはこの規定によ

って調整を図ることが期待されている｡他方,

政策目的と競願事業者保護との対立について

は,当該政策目的が合理的である限りで憲法

に違反しないと考えられる(27)が,そのほか,

環境物品等の調達要件を明記し,調達方針 ･

調達実績を作成 ･公表することも,公正性を

確保するうえで要求されよう｡また,現在で

は,公的部門は国民経済における大きな購入

主体であることから,調達契約を通じて一定

の政策目的が追求されることがある(28)が,

グリーン購入法における政策目的を今一度確

認したうえで,グリーン調達の主体について

も触れることとしたい｡以下,これらの問題

について,より具体的に検討する｡

(1)環境物品等の調達要件

グリーン購入で重要となるのは,商品選定

に際しての具体的な判断基準である｡思うに,

(Dグリーン購入の対象物品等と,(ヨグリーン

購入の対象となる事業者,という2つの視点

から総合的に考慮したうえで,製品やサービ

ス (以下,｢製品等｣という)を購入する必

要があると考える｡この点,グリーン購入法

では,環境大臣によって策定される基本方針

のなかで,特定調達品目,その判断の基準,

特定調達物品など,環境物品等を調達するう

えでの要件が定められている (6条 2項)が,

このなかで,①グリーン購入の対象物品等に
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ついては ｢環境物品等｣の定義 (2条 l項)

の中で読孟とることができるが,②グリーン

購入の対象となる事業者についての規定は存

在しないので,とりわけ,②グリーン購入の

対象となる事業者についても考慮することが

今後の課題と考える.以下では,任〕グリーン

購入の対象物品等と,②グリーン購入の対象

となる事業者の,それぞれの要件について触

れることとする｡

㊤グリーン購入の対象物品等

製品やサービス (以下,｢製品等｣ という)

の購入にあたっては,エネル,ギー ,鉱物 ･水

資源の消費,地球温暖化影響物質やオゾン層

破壊物質U:)放出,大気 .水 ･土壌などの環境

を汚染する物質U)排出,廃棄物o_)発生など,

多様な環境負荷を考慮する必要がある｡また,

環境への影響の大きさや広がり,地域差,修

復に要する時間も配慮すべき要素である｡製

品ライフサイクルのある段階で¢)負荷が相対

的に小さくても,他の段階で負荷が大 きく,

全体としては環境負荷が大きくなってしまう

ことがあるので,製品等の環境負荷を評価す

るためには,資源採取,製造,流通,使fFJ,

リサ イクル,廃棄の製品ライフサ イクル全体

を視野に入れて考慮する必要がある｡

以上を踏まえて,製品等の購入に当たって

考慮すべき主な事項 としては,①環境や人OJ)

健康に影響を与えるような物質の使用や排出

が削減されていること (｢環境汚染物質等の

削減｣),②資源やエネルギ ーの消費が少ない

こと (｢省資源 ･省エネルギーJ),③再生可

能な天然資源は持続可能に利用していること

(｢天然資源の持続可能な利用｣),④長期間

の使用ができること (｢長期使用性｣),⑤再

使用が可能であること (｢再使用可能性J),

⑥ リサイクルか可能であること (｢リサ イク

ル可能性｣),(∋再生材料や再使用部品を用い

ていること 昭 年生ネオ料等の利用｣),⑧廃棄

されるときに適正な処理 ･処分が容易なこと

(r処理 ･処分O-)容易性｣)などが具体的にあ

げられよう(ごり).

現在のところ,グリーン購入法では,グリーー

ン購入法への取 り組みがF=1弾旨で効率的に実行

されるよう,rt基本方針｣ で,国等が重点的

に調達すべき物品等として,紙類,文具類,

OA機器など14分野101品 日を特定調達品 目

として選定したうえ,それぞれ環境物品等 と

しての判断基準が規定されている(州).そこ

で,まずはこれら特定調達品目を拡充してい

くことが今後o:)課題 となろうが,その際,以

上のような資源採取から廃棄までのライフサ

イクル全体における多様な環境負荷を考慮し

たうえで,環境物品等としての判断基準を策

定する必要がある｡

②グリーン購入の対象となる事業者

グリーン購入を実施するに当たっては,購

入する製品やサービス (以下,｢製品等｣と

いう)に関する環境負荷を考慮するだけでは

な く,環境負荷o:)低減に努める事業者から製

品やサービスを優先 して購入する必要があ

る｡すなわち,製品等を設計 ･製造 .販売し

ている事業者が,環境負荷低減に積極的に取

り組んでいるかどうかを考慮したうえで,当

該事業者が設計 ･製造 ･販売している製品等

を購入する必要がある｡

以上を踏まえて,事業者について考慮すべ

き主な事項 としては,庄)組織的に環境改善に

取 り組むしくみがあること (｢環境マネジメ

ントシステムの導入｣),②省資源,省エネル

ギー,化学物質等の管理 ･削減,グリーン購

入,廃棄物o:)削減などに取 り組んでいること

(｢環境への取 り組み内容｣),③環境情報を

積極的に公開していること (｢環境情報の公

開J),などがあげられよう川 )｡ すなわち,
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製品等を設計 ･製造 ･販売 している事業者

が,環境に関する法規制などを遵守し,適切

な環境マネジメントを実施し,環境に関する

情報を公開するなど,環境負荷低減に積極的

に取 り組んでいるかどうかを考慮しながら,

製品等の購入する必要かある｡

そのため,立法政策としては,製品等を購

入する要件q)中に,① Isol4001 (環

境マネジメントシステム)を取得しているか

どうか(32),②環境情報を積極的に公開して

いるかどうか,ということを取 り入れ,グリー

ン購入法の中にも明記すべきであろう｡とり

わけ,環境情報を積極的に公開しているかど

うかを重視し,たとえば,環境マネジメント

システムや環境への取 り組みの実績,計画,

製品の環境情報など,環境に関わる情報を会

社案内や環境報告書,インターネットのホー

ムページ,製品カタログなどさまざまな媒体

を通して積極的に情報公開している事業者が

設計 ･製造 ･販売している製品等を購入する

ことが望まれる｡

(2)調達方針 ･調達実績の作成 ･公表

たしかに,公共機関として環境保全を担っ

ている以上,行政機関が自ら率先して環境保

全に取 り組むのは当然の責務 といえよう｡ し

かし,グリーンなマーケットを形成し,市場

を通じて企業活動を誘導するうえで,行政機

関が市場に与える影響はきわめて大きいの

で,グリーン調達を実施するに当たって行政

側の悪意的な判断で特定の企業が優遇される

ことのないように注意する必要がある｡

このときに有効なのが,どのような基準で

調達を行なうのかという調達基準を作成する

とともに公表するほか,実際の調達実績はど

うなのかという情報についても作成 ･公表す

ることである｡この点,グリーン調達法では,

まず環境大臣により基本方針が作成 ･公表さ

れ (6条),その基本方針に基づいて各省各

庁の長および独立行政法人等の長によって調

達方針が作成 ･公表される (7条)ほか,調

達実績についても作成 ･公表されることが義

務づけられている (8条)｡調達基準や調達

実績が公表されるということで透明なグリー

ン調達が期待できるので,透明性が確保され

ているという点では大いに評価できるといえ

よう｡

ただ,調達方針にしても調達実績にしても,

各省各庁および独立行政法人等がそれぞれ独

自に作成 ･公表するというのみであり,これ

らすべての調達方針や調達実績をとりまとめ

て集計したものを公表するという仕組.みは存

在しない｡各省各庁および独立行政法人等の

グリーン調達の取組み状況を比較できるよう

にするためにも,たとえば環境省あたりが,

各省各庁および独立行政法人等の調達方針や

調達実績をとりまとめて,その集計結果を公

表する手法を取 り入れることも一案ではない

かと考える｡

(3)グリーン購入の主体 (とりわけ,地方

公共団体の取組み)

グリー-ン購入の主体を考えるに当たり,ま

ず,グリーン購入の意義について確認してお

くこととしたい｡従来,企業が環境に配慮し

た ｢グリーンな｣製品を作っても,消費者が

それを選ばないため,グリーンな製品の開

発 ･販売意欲は削がれていった｡環境への負

荷の少ない製品やサービスを優先的に購入す

るグリーIl/購入は,ここ数年で行政機関や企

業の問で急速に広まってきたように思われる

が,グリーン購入は,市場 (マーケット)を

通じて企業を誘導することができるという点

で,社会的にきわめて大きな意味を持つ｡そ

して,グリーン購入が拡かれば,グリーンな

製品を開発 ･販売している企業は利益を上げ
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ることができる｡｢環境によいものを作れば

売れる｣ことになれば,企業は,グリーンな

製品を競って開発 ･販売するようになること

が予想できる｡このように,グリーン購入は,

グリーンなマーケ､ソトを形成 し,市場を通じ

て企業活動を誘導することができ,いわば,

環矧問題に対して積極的に取 り組む企業を支

援する草の根の ｢買支え｣運動 といえよう｡

社会が変わるには企業が変わることが要求さ

れるが,その鍵を握っているのかグリーン購

入といえる｡

次に,国や地方公共団体などの公共機関の

果たす役割について確認する｡ グ リーンな

マ-ケ､ソトを形成し,市場を通じて企業活動

を誘導するうえで,とりわけ公共機関の果た

す役割は非常に大きい｡ というのも,公共機

関は,国 と地方 とを合わせると日本全体の

マーケットシェアの約18%を占めているとい

われ,市場に与える影響はきわめて大きいか

らである｡ また,現在では,国や地方公共団

体などの公共機関は,国民経済における大き

な購入主体であることから,調達契約を通じ

グリーン購入法の場合,環境への負荷の低減

に資する物品等へq)需要の転換を促進 し,環

境への負荷の少ない社会を構築することを政

策 目的 としている 日 条)｡公共機関 として

環境保全を担っている以上,公共機関自らが

率先して環境保全に取 り組むのは当然U)責務

といえよう｡そU)ため,グリーン購入法では,

都道府県および市町村などU:)地方公共団体に

よる環境物品等の調達については｢努力義務｣

となっている (10条)が,地方においては地

域最大の購入者である場合が多いこともある

ので,自らの購買力の大きさを認識して,都

道府県および市町村などの地方公共団体につ

いても,積極的にグリーン購入を推進するこ

とが望まれよう｡

公共機関がグリーン調達を実施することに

より,次のようなことが期待できる｡第 1に,

環境物品a)価格を下げることが期待できる｡

すなわち,環境に配慮 したグリーンな製品は,

開発や原材料調達に付加コストがかかること

があるため,販売当初は価格が高めになるこ

とが多いが,行政機関が率先して一定のまと

まった量を購入し,初期需要を生み出せば,

量産効果が出る0)で価格が低下することが期

待できる｡第2に,地方におけるグリーンな

商品0,)流通パ イプを作ることが期待できる.

すなわち,流通の中心地である東京や大阪を

離れれば離れるほど,地方における品揃えは

少なくなるが,地方公共団体など地域o)行政

機関がグリーンな製品を継続的に購入するこ

とになれば,ある程度の在庫を安心して持つ

ことができ,民間企業や消費者にも販売する

ことができるようになることが期待できる｡

第 3に,行政機関かある製品を購入している

という場合,その製品は購買金額以上のス

テータスになることが期待できる｡すなわち,

製 品 に対する信頼度が上がり,民間企業など

にも普及しやす くなるという波及効果も期待

できよう(Liこう)｡

2.環境物品等に関する情報の提供

環境物品等に関する情報が誰によっで情報

提供される0:)かという視点からみてみると,

(1)事業者による情報提供手法,(2)第三者機

関による情報提供手法,(3)行政機関による

情報提供手法 とに分けることができる｡ そこ

で,以下では,情報提供する主体によって分

類した情報提供手法ごとに論 じることとした

い｡

(1)事業者が白身の情報を公開する手法

情報公開というと,行政機関が保有する情

報の公開が中心 となるが,環境政策において
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は,事業者が保有する情報の公開も,環境保

全や生命,健康の安全にとって重要であるし,

消費者がグリーン購入を行なう際の判断材料

としても重要である｡

事業者が自身の保有する環境情報を公開す

る手法としては,①環境報告書,②環境広告,

③広報,④製品取扱説明書,⑤通信販売の表

示,⑥製品 ･包装のラベル,などが考えられ

る｡このなかで,①②③(動(訓こついては,環

境負荷データを表示 ･提供することができる

のに対して,⑥製品 ･包装のラベル,はマーク

のみを表示するというものである｡そこで,

以下では,環境負荷データを表示 ･提供する

手法の代表として環境報告書を,環境マーク

の手法として製品 ･包装のラベルをそれぞれ

取 り上げ,これら2つを素材として考察する｡

以上の事業者が自身の保有する環線情報を

公開する手法については,自身の保有する情

報を自らが情報提供する手法であるため,以

下のような問題点が指摘できよう｡まず,(1)

環境負荷データを表示 .提供する手法 (｢環

境報告書｣)に対しては,①表示 ･提供され

る情報の正確性をチェックするシステムがな

く,当該情報の真否が明らかでない,②内容 ･

基準の統一化が図られておらず,そのため,

企業間の比較ができない,③ネガティブ情報

については表示 ･提供されない,④環境報告

書の公表企業数は年々増加しているが,企業

全体に占める割合は依然として僅かである,

などの問題点が指摘できよう(34)0

そこで,どのようにすべきかであるが,ま

ず,(1)環境データ表示 ･提供手法 (｢環境報

告書｣)の解決策を模索する (以下の番号は

上記のものと対応)と,①第三者による評価

システムを導入し,環境報告書の信頼性を確

保すること(35),②環境報告書の項 目を共通

項目と独立項目とに分け,共通項目について

は統一的な基準の下に情報提供をするものと

すること,④環境報告書データベースの構築

など,国が作成者を支援し,また,環境報告

書の記載内容について実務上の利便性を向上

させるとともに,環境報告書に取 り組む企業

へのインセンティブをさらに付与する方策を

検討することが考えられる(36)｡

次に,(2)環境マークのみを表示する手法

(｢製品 ･包装のラベル｣)であるが,①各企

業で異なる基準に基づいているため,企業間

の比較ができない,②何よりもラベルの種類

が多すぎて購入側が認知 ･理解することは困

難である,(9まさにオール ･オア ･ナッシン

グであるため,どの程度環境に配慮している

のかといった環軽負荷データについてはわか

らない,などの問題点が指摘できよう｡

(2)環境マークのみを表示する手法 (｢製

品 ･包装のラベル｣)の解決策を模索する

(以下の番号も上記の番号と対応)と,①②

できるかぎり第三者機関による審査を受けた

うえで,統一されたマークを表示する,②環

境マークのみを表示するのではなく,できる

かぎり環境負荷データも一緒に表示する,と

いうことが要求されよう｡

なお,最近では,環境ラベルが国際標準化

され, 】SO14020シリーズとして発行

されるに至っている｡ ISOで規格化された

環境ラベルには,①タイプ Ⅰ環境ラベル表示

規格 (第三者認証環境ラベル規格 :ISO1

402∠【),②タイプⅡ環境ラベル表示規格

(自己宣言環境ラベル :ISO 14021),

③タイプⅢ環境ラベル表示規格 (定量的環境

情報ラベルの技術報告書 (TR :Technical

Report14025)の 3つのタイプがあ

る(37)｡このなかで,②タイプⅡ環境ラベル

表示規格 (ISO14021)は,製品の供

給者が独自の基準を設定し,この基準を満た

した製品に対して自らが付与する ｢自己宣言

型｣のラベルである｡現在,企業が行なって
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いる環境情報 o)提供はこ0)タイプか大部分

で,そこでは ｢環境にやさしい｣などC])曖昧

な表現 が用いられることか少な くない｡ しか

し, IS(_)1!日)210)卜では,このような

表現は禁止され,其体性∴実証性,客観性,

論理性が要求されている.また,(:カタイプ111

環境ラベル表示規格 (定量的環境情報ラベル

())技術報告書 (Tli:TechnicalReport1i,1

り2iT日 は,製品 cJ)環境側面をライフサイク

ル ･アセスメント (LCA)手法で定量情報

として開示するラベルである｡原材料の資源

採掘から製造,物流,使用,商品使用後o:,)サ

イクル,廃棄0)段階に至るまで,製品のライ

フサイクル全体にわたって環境負荷を把握

し,その内容を定量情報 (数量情報)として

評価するもajである.

環境情報の提供は,事業者 と消費者 と0)環

境コミュニケーションのギャ､ソプを埋めるも

a)な0)で,提供される環境情報o)信葱性が要

求されるOそこで,以下で述べる,第三者機

関が実施する認証 ･審査登録制度の充実が望

まれる｡ しかし,環境問題に対する事業者の

積極的な取 り組蒜の成果を提供することも評

価すべきであり,事業者が自身U)保有する環

境情報を公開する手法を否定すべ きではな

い0---刀,--般消費者の立場から見ると,煤

境負荷o)低減に資する物品 ･サーービスを探 し

たい場合は,以下で述べる第三者機関が実施

するマーク等を表示する手法が有効で,幅広

く製品ごと(j刃環境負荷情報を比較検討したい

場合は,環境負荷デー タを表示 ･提供する手

法が有効であるといえる｡ そのように考える

と,事業者が自らaj保有する環境情報を提供

する手法は,認証 ･審査登録制度を補完する

も0)と位置づけ,環境負荷デー タを積極的か

つ正確に提供することが望まれる.そ0)際,

唆味でtLlb象的な環境表現を用いることは避け

るべきであ り,そ0)点で,自己宣言型0)環境

ラベルを活用して,環境情報を提供しようと

する場合でも,こ0)1S(日 4()2巨PlS

0 14日25に適合することが望まれよう,,

(2)第三者機関による情報提供手法 (認証

審査登録制度)

製品やプロセスなどが特定uj規格などの要

求事項に適合 していることを第三者が審査

というが,認証 されたことを記録に残すたよそ)

当該機関に登録する必要がある0)で,審査登

録 と呼ぶこともある｡こうした第三者による

審査制度を,認証制度あるいは審査登録制度

と呼んでいる｡ 認証･審査登録制度U)例とし

ては,∫IS (日本工業規格,工業標準化法)

の品質保障制度のほか,環境関連の規格であ

る国際標準化機構 (InternatioIlalOrganiza-

tionforStandaradization:IS0)の環境マ

ネジメン トシステム H so l4(日日 )辛,

1SOで規格化されたタイプ 二Iの環境ラベル

表示規格 (第三者認証環境ラベル規格 :IS

(二)14024)などがある｡このような認証

審査登録制度の場合,同じ基準の下で複数企

業と比較することができる｡

タイプ Ⅰ環境ラベル表示規格 (ISo l4

024)は,製品およびサービスを環境oj視

点で識別し,その優位性をラベルノで表示し,

ラベル,表示を製品購入時o)判断材料 とし,市

場原理を通 じて環境負荷o/)少ない製品0)普及

を図るも0)である｡ いわば,消費者の製品選

択をベースとした市場原理によって環境負荷

aj低減を達成 しようとする誘導手法である｡

たとえば, ドイツの ｢ブル一一エンジェル,｣ が

有名であるが,日本の r:l二コマ-ク｣や ｢グ

リーンマーク(川口 もこの タイプの環境ラベ

ル表示である｡以下では,日本における代表

的な第三者機関による情報提供手法であるエ

コマークを素材 として考察する｡
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エコマークは,ライフサイクル全体を考慮

して環境保全に資する商品を認定し,表示す

る制度で,環境省所管の財団法人日本環境協

会 (以下,｢協会｣という)によって実施さ

れている｡また, ISOの規格 (Isol4

024)に則った日本における唯一のタイプ

1環境ラベル,制度である(-3W｡なお,日常生

活に伴う環境への負荷の低減などを通じて環

境保全に役立つと認められる商品に ｢エコ

マーク｣を付けることにより,商品の環境的

側面に関する情報を広 く社会に提供し,環境

にやさしくありたいと願う消費者による商品

の選択を促すことを目的としている｡

エコマークが開始された1989年当初は,

｢特定フロンを使用しないスプレー製品｣な

ど7種類の品目を対象としているのみであっ

たが,その後,対象品目および認定商品は毎

年拡大され,現在では,幅広い商品が対象と

され,商品の類型ごとに認定基準が設定され

ている｡なお,2002年12月31日現在,64種類

の商品類型,5391の商品が認定を受けており,

認定企業数も1867にのぼる｡

環矧青報の提供は,事業者と消費者との環

境コミュニケーションのギャップを埋めるも

のなので,提供される環境情報の信愚性が要

求される｡とりわけ,消費者に対して,それ

ぞれの商品に関する環境影響の情報が十分か

つ正確に伝えられる必要がある｡そこで,第

三者機関が実施する認証 ･審査登録制度の充

実が望まれるが,注意すべきことは多い｡

第 1に,その第三者機関としてどのような

機関が考えられるのかであるが,第三者機関

という以上,少なくとも,(1)専門知識を有

する者で構成される機関で,(2)審査対象か

ら独立した機関,であることが要求されよう｡

(1)専門知識を有する者で構成される機関に

ついてであるが,審査機関という以上,適正

な審査をするために最低限要求される要件 と

いえよう｡ (2)審査対象から独立した機関に

ついてであるが,｢第三者｣機関が実施する

という以上,審査対象の企業とは独立した機

関であることが要求されよう｡ とりわけ,経

済的に独立していることが要求されるが,審

査対象企業から費用をとる場合には注意を要

する｡もっとも,エコマークの場合,エコマー

ク商品認定 ･使用申込書の提出の段階では費

用はかからず,｢認定｣の場合に協会と契約

を結ぶこととなるが,契約を結ぶ時点でエコ

マーク使用料がかかる仕組みとなっている｡

しかし,財政状況が苦しい場合に,この契約

を結んで使用料を確保しようとすることも考

えられるので,財政面での支援措置も十分に

検討する必要がある｡このほか,この第三者

機関を,民間主導にすべきか,それとも政府

と民間の中間に位置するべきかも考える必要

がある｡各国の環境ラベル制度をみてみると,

ECや ドイツのように民間主導で認証をする

もの,日本のように政府と民間の中間に位置

する団体 (日本環境協会)が認証するものと

がある｡第三者機関としてどのような機関が

主導で実施すべきかについて今一度考えてみ

る必要があろう｡

第 2に,認定基準の妥当性も要求される｡

提供される環境情報の信葱性を確保するため

には,表示の正確性,科学的根拠の明確性が

非常に重要になるが,わが国のエコマークは,

その基準が明確でないことが批判されてい

る(40)Oまた,認定基準についても, ドイツ

のブルーエンジェルマークは,毎年200件の

申請があるなかで3-6件しか合格しないと

いう厳しさであるのに対して,エコマークで

は申請の84%も合格するといった甘 く広い門

であると(D指摘 もなされている(̀11)Oそのた

め,とりわけ,認定基準の策定に当たっては,

科学的根拠を明確にしたうえで,適正な基準

を策定することが望まれる｡もっとも,エコ
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マーク商 品 類型の選定 と認定基準の策定手続

きにおいては,｢新たな商品類型O-)提案J⇒

rエコマーク類型･基準制定委員会での商 品

類型の審議_j⇒ ｢新たに検討すべき商品類型

の選定 ･公表J⇒ ｢商 品類型別 ワーキンググ

ル-プによる認定基準案の策定｣⇒ ｢認定基

準 案の公表 ･60日間o:)意 見受付｣⇒rエコマー

ク類型 ･基準制定委員会での認定基準案a)塞

議｣⇒ ｢新たな商品類型 と認定基準の決定 ･

公表｣といったそれなりに透明で民主的な手

続 きを踏む'l2'ので,あ とは科学的な根拠 も

踏まえたうえで明確にすることを期待 した

い｡

第 3に,環境マークO,)みを表示する手法は,

いわばオー ル,.オア ･ナ ､ソシンダ (allor

nothing)0)手法なので,どの くらい環境負

荷を与えているかは不明である｡ そこで,塞

礎データである環境負荷データについては,

請求されたら開示する0)も 1つの手であるよ

うに考える｡

(3)行政による情報公開手法

情報公開は,環境管理にとって住民参加の

基礎 となり.民主行政の確保に資するととも

に,行政 リソーースの不足を補う点で極めて重

要である (｢環境 と発展 (開発)に関するリ

オ宣言｣第10原則参照)｡

で環境情報を公開するかは大 きな問題であ

る｡情報公開法や情報公開条例 とaj関連で用

いられている広義の情報公開手法 として,芋

賀克也は,①私人Or)開示請求権の行使を前提

とせずに情報公表が義務づけられている ｢情

報公表義務手法｣,②私人の開示請求権の行

使に応 じて行なわれる ｢情報開示請求手法｣,

③行政の裁量により行なわれる ｢情報提供手

法｣をあげている(1･i)o

行政機関が保有する情報の公開に関 して

は,環境基本法が,環境教育や民間団休o)煤

境保全活動を推進するため, r必要な情報を

適切に提供するように努めるJことを規定 し

ている (i)7条,:j4条 2項)が,これは固 0)育

する情報のうち因が適切であると三棚軒 8-るも

のをそ0)裁量により相手方に提供することが

できる旨¢)規定であり,すべてにわたって国

の裁量により判断される点で限界がある｡そ

のため,必要に応 じて行政機関が積極的に情

報を提供することが望まれるが,必要な情報

については行政機関に対して開示を義務づけ

ることが要求される. ちな〔射 こ,｢環境 と発

展 (開発)に関するリオ宣言J第10原則では,

｢一有害物質や地域社会における活動瑚着=ilu

や r公の機関が有 している環境関連情報｣に

関して,行政意思決定の参加の観点から,市

民にアクセスさせるべきであるとしている｡

この点につき,ドイツ環鎗情報公開法では,

何人に対 しても環境に関する情報にアクセス

することを求める権利を認めるとともに,行

政庁に対 しては当該情報の提供や,文書閲覧

権を保障することを要求 している (4条)0

境の領域に限定 しているわけではないが,

1999年に情報公開法が成立 し,何人にも開示

請求権を認める (:う条) とともに,行政機関

cT)長に対 しては行政文書oI)開示義務を課 して

いる ({)条)｡さらに,同法では,法人情報

に関 して,｢人の生命,健康,生活叉は財産

を保護するため,公にすることが必要である

と認められる情報｣については,義務的に開

示することが規定されている (5条 2号ただ

し書き)｡ これは,法人等の利益よりも優越

する公益がある場合には開示を義務づけると

いうもajである｡ さらに,公益上の理由によ

り,行政機関a/)長が裁量により開示すること

もできる｡このように,情報公開法は,行政

文書を開示の対象 としており (3条),この
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中には当然環境関連の情報も含まれるうえ,

厳格な要件のもとに義務的開示を認めている

点で環境基本法の立場よりも進歩したものと

いえる(all)｡

しかし,情報公開法は,いくつかの限界を

有している｡第 1に,情報それ自体を対象と

しているのではなく,｢文書,図画及び電磁

的記録｣といった記録媒体を対象としている

(2条 2項)ため,これらの記録媒体に記録

されていない情報は対象外となる｡第 2に,

開示請求時点において ｢当該行政機関が保有

しているもの｣を行政文書としている (2条

2項)ため,開示請求時点において行政機関

が保有していない行政文書を開示請求に応じ

るために作成する義務まではないという限界

も有している｡第 3に,市民の開示請求 (3

条)に応 じて行政機関が受動的に開示する

(5条)手法であって,行政の方から積極的

に開示するものではないという限界も有して

いる｡そのため,必要な情報については,行

政機関に作成を義務づけるとともに,開示請

求を待つまでもなぐ情報公表を義務づける手

法を考える必要がある(̀15)0

このような情報公表義務づけ手法として,

グリーン購入法では,開示請求を待つまでも

なく,基本方針の公表 (6条 5項),調達方

針の公表 (7条 3項),調達実績の公表 (8

条 1項)が義務づけられている｡ただし,こ

れらの公表が義務づけられているのは,各省

各庁の長および独立行政法人等の長に対して

であり,地方公共団体に対しては義務づけら

れていない｡そのため,地方公共団体に対し

ては,自らの裁量により積極的に情報を提供

することが求められるが,地方公共団体の取

組み状況 (調達方針,調達実績)の公表を義

務づけることが今後の課題として残されてい

るといえよう｡

このほか,グリーン購入法では,国に対し

て,事業者や第三者機関が行なう情報の提供

に関する状況の整理および分析を行なうとと

もに,その結果を提供することが要求されて

いる (14条)が,これも,開示請求を待つま

でもな(情報公表を義務づけるものであり,

評価できよう｡

第 5章 おわりに

大量生産 ･大量消費 ･大量廃棄を前提とす

る現在の社会を ｢循環型｣社会に変え,持続

可能な社会の構築を進めるうえで,グリーン

購入は,きわめて有効な手段の 1つである｡

グリーン購入法の策定によって,環境物品等

に関する情報を一般に提供することにより,

環境物品の購入者は,(1)環境情報を知 り,

(2)グリーーン購入の計画を立て,(3)環境物品

を探す手かかりとする,ことが期待される｡

逆に言うと,一般の購入者がこれらの行動を

起こせるように,正確かつ適正な情報が提供

される必要がある｡すなわち,①国等の公的

部門における環境物品等を調達する段階,②

環境物品等に関する情報を提供する段階,の

各段階において,環境政策における情報手法

としてグリーン購入法をうまく機能させる鍵

は,情報の ｢質｣といえる｡

まず,(I)国等の公的部門における環境物品

等を調達する段階においては,環境物品等の

調達要件や調達実績を明確にするとともに公

表することによって,当該情報の ｢透明性｣

を確保する必要がある｡次に,②環境物品等

に関する情報を提供する段階においては,で

きる限 り独立した第三者機関が実施する認

証 ･審査登録制度を充実させることによっ

て,提供される環境情報の ｢信葱性｣を確保

する必要がある｡このように,環境政策にお

ける情報手法において環境情報の ｢質｣を確

保するためには,当該情報の ｢透明性｣や
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日吉悪性｣を確保するための仕組みが必要 と

い えよう｡

なお,情報手法oj適用にあたっては,この

手法が効果を発揮するためには,開示,提供

される情報が事業活動などによる環境負荷を

正 しく反映 したものであることが必要不可欠

であることを踏まえ,情報〔ノ凋 t=1-,京や提供uj手

法 と合わせ∴事業活動や製品などの環境面か

らの評価 U)手 法の開発を進d),その普及を図

ることが必要 となる (環境基本計画第 2部第

2百臣｡事業活動や製品などの環境面からの

評価を行なう手法 として,環境基本計画では,

①環境パフォーマンス評価,can)環境会計,C3)

ライフサイクル .アセスメン ト (IJCA)の

章第 8節)が,これら0)評価手法をより充実

させ,バージョンア ､ノブを図ることも要請さ

れるところである｡

なお, ドイツ0/)環境法典草案 (/川98年)に

おいては,CID｢予防原則 (Vorsorgeprinzip)｣

(5条),② ｢原 因者 主義 原 則 (Verur-

sacherprillZip)｣ (6条),⑦ ｢協働原則

(Kooperationsprinzip)｣(7条) という3

つの基本原則が定〆)られている｡こ0)なかで,

｢協働原則｣のもとでは,環境保護は,国家

のみが担 うものではな く,国家 と市民の両方

が担 うもの とされ,行政 と事業者に加えて,

市民も協働の主体として環境政策 目的oj実現

に大きな役割を果たすことが期待されてい

る(′川)｡グ リーン購入法の環境政策 目的であ

る ｢環境への負荷の少ない持続的発展が可能

な社会｣a:)構築を図るためには市民 (消費者)

の積極的な行動が不可欠であるが,そのため

a)前提条件 として,正確な情報の共有が重要

となる｡行政 ･事業者,市民 といった,それ

ぞれの主体が情報を共有することによって,

環境政策におけるコミュニケーションを促進

することにもなろう｡

最後に,用百環型社会｣を支える0)眩, I/

1トーン化した市場 とそれを支える啓発された

消費者であると考えるが,グリーン購入法が,

これ らグリー一一一ン化された市場 といわゆるグ

り-ン'jンシューて-を生みE二[二月㍉二とを期 待

しながら,今度の動向を注意深 く見守 りたい｡

言主

(1) (冊数型社会形成推進基本法に閲Lて廿 tjFJ-1択IAU社

会法制研究会編『循環型社会形成推進基本法o欄'説.｣j

(ぎJこうせい,200的 :),川 L毅 ｢~『て晴環型社会形戊

推進基本法.ll(j)概要に/,いてJン∴Lリ7,日 lH･1号

(2()()的二)17日二日~仁 大塚直 ｢循環型社会形成推進

基本法 u)意義 と課題｣廃棄物学会誌12巻 1-'(,=jL'2001

年上 高橋信隆 ｢循環型社会0)法システム_1大塚直

-北村善宣編 UJ]環境法学0)挑戦しn｢淡路剛久教授 ･

阿 部泰隆教授 還暦記念](日本評論社 , 三三()()と隼,i

2:I)(-,頁以 卜 阿部泰隆-淡路剛久編 Ⅲ景境法 r第2

版追補版]』 (有斐閣,2()0拍-);捕()-L=r_I(以下 ｢阿部泰

隆執筆部/JH なと参照o

甘)ク.]--ソ購入日劉電::)ヘルに陛圧/ては,加藤峰夫

北村善宣編 『∵環境問題U)I(:J方Lulーン:_Lリスト増刊

く､新世紀o)展望L))_l(有斐閣,1冊的:)271頁以~下

参照｡

(こう) 環境政策手法に関する文献としては,l軌祁泰隆

｢環境法制oj課艶_】ジ:L リスト1000-号 川川拍二)HO
真以~下 阿部-淡路編 ･前掲註(1)書!,lL)頁tJ､卜1阿

政法o)_Tt_場かしこ)-_j『｢岩波講座 現代0:)法仁‖政策

｢ドイツ環境行政手法0)分析｣法政研究根巻:''-4

号 (廿日i年目-)(qJ頁以1㍉ ~大塚直 r環境政策o)新た

な手法｣法学教室2r)(;号 (2002年H j()乱 浅野直人

｢環境管理の非規制的手法一国内法を申し､として-｣

大塚-北村編 ･Tl吊埼計(1)『環境法 学 (I)挑 軌日 ,le員

以下なと参照｡また,環境規制分野における新い ､

タ仁プo)規制手法に-ー小て,その体系的な位置つけ

と評価を行なうもCj)として,黒 J旧孝志 ｢新Lい環境

規制手法の評価 --IT革命と市場 のグ1トー-ン化に

支え吊/lた規制ス//イ)L,a)転換-J阿部泰隆-根岸

哲監修･神戸大学法政策研究会編 u-'法政策学C/,)試み

一法政策研究 (第:',集日日 信両社,2()()()午)r吉的､1

下参照｡
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もちろん,環境政策手法の適用にあたっては,環

境政策のベス ト･ミックスの考え方の下に,その分

野における最も適切な政策手法を中心として,複数

の政策手法を組み合わせた政策パ ッケージを形成

し,個々の手法の短所を補い,政策効果を最大限に

高めることが必要 となる (環境基本計画第 2部第 2

節 3｢あらゆる政策手段の活用と適切な組合せ｣参

照)0

(4) ドイツ環境法領域を素材として,情報手法の主要

な仕組みを取 り上げ,環境情報の械能 と役割を中心

にその現在法的意義について論ずる文献 として,勢

-智子 ｢環境情報の行政法的機能について -ドイ

ツ環境法における情報のコソ トロール機能-｣川上

宏二郎先生古稀記念論文集刊行委員全編 『情報社会

の公法学』[川上宏二郎先生古稀記念論文集](信山

社,2002年)239頁以下参照｡

(5)大塚直 『環境法』(有斐閣,2002年)69頁以下,
＼

鈴木庸夫代表編集 『自治体政策法務マニュアル 〔仮

称〕』(第一法規,近刊予定)第二章 3r行政手法の

諸類型｣,(4)｢誘導手法｣部分 [田中謙執筆部分]

など参照｡また,情報提供による誘導手法について

は,阿部泰隆 『行政の法システム (上)〔新版〕』

(有斐閣,1997年)389頁以下参照｡

誘導手法に関しては,中里実 ｢誘導的手法による

公共政策｣『[岩波講座 現代の法 4]政策 と法』(岩

波書店,1998年)294頁以下,小早川光郎 『行政法

上』(有斐閣,1999年)231頁以下など参照｡また,

誘導手法の行政法体系における位置づけに関 して

は,中原茂樹 ｢誘導手法と行政法体系｣小早川光郎

-宇賀克也編 『行政法の発展 と変革 上巻』[塩野宏

先生古稀記念](有斐閣,2001年)553頁以下参照｡

(6) 規制 ･監督手法の機能不全に関する詳細は,阿

部 ･前掲註(3)論文80頁以下,同 ･前掲註(5)書163

頁以下,北村喜宣 『環境政策法務の実践』(ぎょう

せい,1999年)9頁以下,浅野直人 ｢環境管理の非

規制的手法一国内法を中心 として-｣大塚 -北村

編 .前掲註(1)『環境法学の挑戦』143頁以下など参

照｡

(7) 法規違反に対して,直罰ではなく,行政命令を介

在させ,その違反に対してはじめて処罰するシステ

ムを,阿部泰隆は ｢ワンク､ソショソ ･システム｣ と

称している｡阿部 ･前掲註(5)書120頁,166頁参照｡

ちなみに,今日では,大気汚染,水質汚濁関係は直

罰システムであるが,騒音,悪臭,振動規制は ｢ワ

ンクッション ･システム｣である｡

(8) もちろん,日本の情報公開法は,｢環境｣情報の

みを対象にした法律ではないが,一般的な情報公開

法なので,環境関連の情報についても公開の対象と

なる｡情報公開法に関する詳細は,芋賀克也 『新 ･

情報公開法の逐条解説』(有斐閣,2002年),松井茂

記 『情報公開法』(有斐閣,2001年),総務省行政管

理局編 『詳解 情報公開法』(財務省印刷局,200i年),

北沢義博-三宅弘 『情報公開法解説』 (三省堂,

1999年),∵小早川光郎編著 『情報公開法』(ぎょうせ

い,1999年),畠基晃 『情報公開法の解説 と国会論

議』(青林書院,1999年),塩野宏 『行政法 Ⅰ [第二

版増補]』(有斐閣,1999年)291頁以下,｢【特集】

情報公開法の制定｣ジュリス ト1156号 (1999年)10

頁以下,｢【特集】コンメンタール情報公開法｣法律

時報71着8号 (1999年) 4頁以下,｢【特集】使いこ

なそう !情報公開法｣法学セミナー538号 (1999年)

6頁以下など参照｡

なお,情報公開法については,スウェーデンやフ

ィンラン ドといった欧米諸国が先行 していたが,

1966年 に,ア メリカ連邦政府が,｢情報 自由法

(FreedomofInformationAct;FOIA)｣を成立さ

せたことが,情報公開制度を民主主義国家に広 く普

及させる突放 となった｡その後,先進国の多 くが,

すでに情報公開法を制定している｡FOIAについて

は,芋賀克也 『アメリカの情報公開』(良書普及会,

1998年),松井茂記 ｢アメリカの情報公開法｣ジュ

リスト1090号 (1996年)102頁以下,1092号 (1996

年)43貢以下,1093号 (1996年)69頁以下など参照｡

(9)同法に関する詳細は,大塚直 ｢PRTR法の法的

評価｣ジュリス ト1163号 (1999年)115頁以下,環

境庁環境保健部環童安全課 ｢特定化学物質の環境へ

の排出量等及び管理の改善の促進に関する法律につ

いて｣ジュリス ト1163号 (1999年)112頁以下,

｢【特集】PRTRをめぐる最近の動向｣季刊環境

研究116号 (2000年) 3頁以下,環境法政策学会編

『化学物質 ･土壌汚染と法政策』(商事法務研究会,

2001年) 1頁以下,拙稿 ｢PRTR法における環境

情報の統制｣長崎大学経済学部研究年報17号 (2001

年)15貢以下など参照｡

PRTR制度についての詳細は,化学工業日報社

編 『化学物質管理の新しい手法 ｢PRTR｣ とは何

か』(化学工業 日報社,1997年),稲永弘 『[PRT

R]がみるみるわかる本』(PHP研究所,1999年),

浦野紘平 ｢有害化学物質の新展開一環境汚染物質排

出 ･移動登録 (PRTR)制度の導入について｣自
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由と正義1997年12月号104貢LTFなと参照｡

(10)SeeCouncilof7June19900nthefreedom ofacI

cesstoinformationontheenvironment(90/313/

EEC),OJNoL158,2･3.6.1990,p56.当該指令uj全

訳および内容については,藤原静雄 『情報公開法制』

(弘文堂,1998年)223貢以下参照｡

(ll) SeeConucilRegulation(EEC)No880/92of

2ljMarth19920naCommunityeco-labelaward

scheme,OJNoL99,ll.4.1992,p.1.同規則に関し

ては,山口光恒 ｢EUエコラベル制度の動向｣NB

L594号 (1996年)31貢以下,同595号 (1996年):38

貢以下参照｡

(12) SeeConucilRegulation (EEC)No1836/93of

29June1993allowingvoluntaryparticipationby

companiesinindustrialsectorinaCommunityec0-

managementandauditscheme,OJNoL168,10.7.

19昭,p.1.同規則に関 しては,高橋信隆 r環境監査

の法制化 と理論的課題 -ECの環境監査規則を素材

として-_‖享巨木法学82号 (1995年) 1貢以下,奥頁

美 ｢環境管理 ･監査スキームaj可能性 -EUO)事例

から学べること-｣都市問題88巻 1号 (1997年)倶)

更以下,同 『ECの環境法制度 と環境管理手法』

(東京市政調査会,1998年)43貢以下,拙稿 ｢環境

マネジメン ト･監査手法の考察 (上)(下)｣六甲台

論集 [法学政治学篇]42巻 2号 (1997年)69頁以下,

同巻 3号 (1998年)149貢以下など参照｡

(]:3) Vgl.GesetzzurUmsetzungderRichtlinie90/313/

EWGdesRatesvom.7.Juni1990tiberdenfreien

ZugangzuInformationtiberdieUmwelt,vom8Juli

1994,BGBl.IS.1490.本法の全訳および内容に一~)

いては,藤原 ･前掲註(10)書249貢以下参照｡ また,

全訳については,大橋洋一 『行政法学の構造的変革lT｣

(有斐閣,1996年)3,32頁以下も参照｡

掴 Vgl,GesetzzurAusfuhrungderVerordnung

(EWG)Nr.1836/93desRatesvom 29.Juni

1993tiberdiefreiwilligeBeteiligunggewerblicher

Unternehmenaneinem Gemeinschaftssystem ftlr

dasUmweltmaIlagementunddieUnweltber-

tiebsprtlfullg (Umweltauditgesetz-UAG)vom 7.

Dezember1995,BGBl.IS.1591.同法に関 しては,

高橋信隆 ｢環境監査の構造 と理論的課題 (上)(千)

-ドイツ環境監査法を素材 として一｣立教法学48号

(1998年) 1貢以下,19号 (1908年).52貢以T,莱

丸恒治 ｢民活による環境管理 ?一環境監査法の施行

とその内容-｣行財政研究,31号 (1997年)68貢以下

島村健 ｢エコマークとエコ監査 一公法学的観点から

する考察 -｣国家学会雑誌 112巻 3-4号 (1999年)

175貢以下など参照｡同法の翻訳については,松村

弓彦 ｢環境監査法 と環境監査人公認手続令｣季刊環

境研究105号 (1997年)145頁以下参照｡

(1,r,) 大塚 ･前掲註(5)書103頁参照｡

(凋 大塚 .前掲註(5)書104頁,吉川栄一 『企業環境法』

(上智大学出版会,2002年)鍋貢以下など参照｡

(17) 環境報告書に関する詳細は,大塚 .前掲註(5)書

104貢以下,吉川 ･前掲註(16)書削貢以下のほか,

国都克彦-森丁研 (監修)-太田昭和センチュリ-

編著 『環境報告書ガイドブ､ソク』(東洋経済新報社,

2000年),環境省 『環境報告書ガイドライン (2()00

(2001年),鈴木浩ほか 『｢環境報告書｣の理論 ･実

導入のガ イドラインー』 (東京教育情報センター,

2000年),国都克彦 -富増和彦 -資源 リサイクルシ

ステムセンター編 『環境報告書の理論 と実際 一環

境情報開示をどう進めるか-』(省エネルギーセン

ター,2000年)なと参照.

(18) 商法 ･証券取引法に基づ く公表手法については,

とりわけ,吉川 ･前掲註(16)書103貢以下参照｡な

お,今後,企業の評価にとって環境保全活動への取

組みが重要な意味を持って くると考えられる0)で,

商法や証券取引法の分野においても,アメリカ法を

参照 としつつ,営業報告書や有価証券報告書の中で

環境情報の記載を明確に義務づけるとともに,この

公表を推進することが求められよう｡

(1g) 本法に関しては,小沢典夫 ｢国等による環境物品

等0:)調達の推進等に関する法律 (グリーン購入法)

の概要｣ジュリスト1184号 (2000年)39貢以下,阿

部-淡路編 .前掲註(1)書3醐頁以下 [阿部泰隆執筆

部分二】参照｡

(2()) 環境基本法24条 2項にいう ｢必要な措置｣の 1つ

に ｢~環境への負荷の少ない製品の表示義務を行う関

係団体oj指導｣があげられている｡環境庁企画調整

局企画調整課 『環境基本法o)解説』 (ぎ ようせい,

1994年)252頁以下参照｡

(21) このように,グリーン調達は,公共契約を通 じて

政策誘導を行なう手法であると考えられる｡大橋洋

一一lF行政法 現代行政過程論』 (有斐閣,2001年)

tl3(i9貢参照｡

(22) 環境物品等cc)調達の推進に関する基本方針は,

20()1年 2月に公表 され,同年 6月22EH二20O2年 2月
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15日に一部変更されている(,同プ硝十の内容および変

更内容については,http://www.env.go.jp/policy/

hozen/green/gllow/index.htmlを参照O

¢3) 環境省が,2002年 1月から2月にかけて,全国の

地方公共団体を対象としてグリーン購入への取組状

況等について実施した調査によると,グリーン購入

への取組の進展状況は,｢全庁的な取組にまで発展

した｣｢多くの部署での取組に発展した｣｢一部の部

署で取り組まれるようになった｣と回答した地方公

共団体が,それぞれ,12.2%,14.2%,29.3%,令

計で55.7%となり,2001年度調査の合計44.2%

より10%以上増加しているようである｡この調査結

果の概要については,http://www.env,go.jp/press/

file_view.php3?serial-3633&hou_id-3383を参照｡

また,現に独自の方法でグリーン購入を進めている

地方公共団体 (滋賀県,武蔵野市)の取組み状況に

ついては,森下研編 『ェコラベルとグリーンマーケ

ティングのすべて』(化学工業日報社,1998年)108

頁以下 [北川憲司執筆部分二1,113頁以下 [松原信行

執筆部分]参照｡

624) 本ホームページでは,環境物品 (環境負荷の低減

に資する物品 ･サービス)を選ぶ際に参考となる情

報源を集め,グリーン購入の取り組みの進展に向け

て一般に紹介している｡詳細は,http://www.env.

go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html参照｡

¢5) 阿部春隆｢行政監督と情報の活用 一情報非公開 ･

機能不全の行政監督から,情報手法による有効な監

督,競争,自己責任の規制緩和社会へ-｣小早川-

宇賀編 ･前掲註(5)『行政法の発展と変革 上巻』

455頁以下参照｡

C26) 碓井光明 ｢公共契約法の現在的問題｣ジュリスト

774号 (1982年)84頁参照｡

銅 調達契約による誘導手法の法的問題点について

は,中原 ･前掲註(5)論文566頁以下参照｡

C28) 碓井 ･前掲註(26)論文86頁,同 『公共契約の法理

論と実際』(弘文堂,1995年t)8頁,276頁など参照｡

¢9) これらグリーン購入を行なうに当たっての製品等

に関する考慮事項については,グリーン購入ネット

ワークのホームページ http://eco.goo.ne.jp/gpn/in-

dex.html内の ｢グリーン購入基本原則｣の ｢2.

製品 ･サービスのライフサイクルの考慮｣部分を参

照されたい｡

(30) 現在,特定調達品目として選定されている14分野

は,①紙類,②納入印刷物,③文具類,④機器類,

G)OA機器,⑥家電製品,(∋照明,(釘自動車,⑨制

服 ･作業服,⑲インテリア ･寝袋,⑬作業用手袋,

⑫設備,⑬公共工事,⑲役務,である｡

(31) これらグリーン購入を行なうに当たっての事業者

に関する考慮事項については,グリーン購入ネット

ワークのホームページ http://eco.goo.ne.jp/gpn/in-

dex.html内の ｢グリーン購入基本原則｣の ｢3.

事業者0_)取り組みの考慮｣部分を参照されたい.

(32) IS()14001に関する文献は枚挙にいとまが

ないが,とりあえず,日本規格協会 『JISハンド

ブック 適合性評価』(日本規格協会,1999年),吉

滞正監修 『環境マネジメントの国際規格-ISO挽

格の対訳と解説一』(日本規格協会,1997年)のほ

か,大浜庄司 『ISO14000環境マネジメント

システムと監査の実務』(オーム社,2002年),安藤

真-中山信二 『環境マネジメントシステムの導入と

実践』(かんき出版,2002年),鈴木敏央 『新よくわ

かるISO環境法 ISO14001と環境関連法

規』(ダイヤモン ド社,2001年),黒沢正一 『ISO
14001を学ぶ人のために 環境マネジメント･環境監

査入門』(ミネルヴァ書房,2001年),笹徹 『環境法

と条例 環境マネジメン トシステム』(日科技連出版

社,2001年)などを参照されたい｡

(33) 以上,行政機関がグリーン調達を実施するに当た

って期待できることに関しては,山本良一-山口光

恒監修 ･Fl対訳&解説]環境ラベルー一般原則&タ

イプⅠ,Ⅱ,Ⅲ-』(日本規格協会,2001年)27頁参照｡

(34) 大塚 ･前掲註(5)書106頁参照｡

(35) これについては,ECの環境マネジメント･監査

規則 (EMAS)が参考になる.EMASでは,環

境声明書 (環境報告書)は,外部の環境検証人によ

って認証を受ける (4条)とともに,公表が義務づ

けられている (5条)0

銅大塚 ･前掲註(5)書106-107頁参照｡

銅 詳細は,山本-山口監修 ･前掲註(33)書参照｡

(38)グリーーソマークとは,古紙利用製品の使用拡大を

通じて古紙の回収 ･利用の促進を図るため,古紙を

原料に利用した製品であることを容易に識別できる

目印として財団法人古紙再生促進センターが1981年

5月に制定したマークである｡グリーンマークを表

示することができる製品の要件は,古紙を原則とし

て40%以上原料に利用した製品であることである

が,トイレットペーパーとちり紙は,古紙を原則と

して100%原料に利用したもの,コピー用紙と新聞

用紙は,古紙を原則として50%以上原料に利用した

ものである｡グリーンマークに関する詳細は,財
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団 法 人古紙 再 生 促 進 セ ン ター一一ajホ ー ム ペ ー ジ

11的)://www.prpc.or.jpを参照 されたいO

銅 エコて- クに関する詳細は,財団法人日本環境協

会CJ)エコて一一一ク事務局U)ホームペー ジ http://www.

jeas.or.jp/ec()mark/index.htmlを参照o

(I()) 大塚 .前掲註(J))書目)机‡参照｡

(-川 大橋照枝 ｢｢特集 I//リー ンてい Lrテ ィングの有

効な手段 として(/1)I_コラベル/_仁エコロジー一一.シソフ

ォ二-1(19的二SJ十号,http://www.ec()】ogy.or.jp/

special/購0H.html参照O

(,12) エコマー ク商品類型の選定 と認定基準の策定手続

き0亮千綿 に/)いては,http://www.jeas.or.jp/ecol

mark/LebikL旧.html参照｡

(,1,i) さらに,情報公表義務手法0)なかにも,特定 人(])

利害関係者 との関係においての射 害報公表が義務づ

表が義務づけ られる客観的情報公表義務手法が存在

する.情報開示請求手法のなかにも,特別の利害関

係を石する者のみに開示請求権を付与する主観的情

報開示請求手法 と,請求者の個人的利害関係 とかか

わ りな く国民や住民一般に開示請求権が付与され/-'J

客観的情報開示請求手法があるo情報提供手法0)な

かにも,特定 人に対するもU)と一般人に刈するも0)

があ り, 前者を主観的情報提供 手法,後者を客観的

情報提供手法 と称することかで きるとする｡宇賀克

也 『行政手続法の理論』 (東京大学出版会,】倶)拍二)

1二3.3重以下参照O

こU)ほか.藤原静雄 も,宇賀克 也 とはほ同様(j)整

理を している｡藤原は,まず広義の情報公開手法に

ついて,情軸 を公開するか否かが行政機陛=二義務-ー)

け しこ)れているか否かで情報公開 と情報提供 とを区別

L. 前者を さらに,私人の開示請求権o)行使を前提

とするもOl)を情報開示 請求, しないも0)を情報公表

義務に区分す/)｡そ して.情報開示請求手法を,個

人的利害関係に基つ き開示請求権を付与されている

求権 を廿与 されているのかによって,主観的情報開

示請求手法 (関係者情報開示手法) と客観的情報開

示請求手法 (最狭義(/刃請報公開 手法)に分類 Lてい

るO藤原 ･前掲註 日())書 2重以 下参照o

恒) 大塚 ･前掲註 (i-))書54貢参照｡

(/1･T') こU:)情報公開義務づけ手法は,情報公開を義務一づ

けることに上って,広 く国民や住民0)目で監督する

ことによ-つて.企業等o:)行動を適正な方向へ誘導 し

ようとする手法 ともいえる｡阿部 ･前掲註 (25)論文

･1(52頁参照O

佃 協働原則 (Kooperationsprinzip)に関す る 日本

の文献 としては,高橋正徳 ｢ト十ソにおける協働的

環境保護JrF現代行政法G7)理論』[室井力先生還暦記

念論集] (法律文化社,1m日年 ) ト18貢以下,大久保

規子 ｢ドイツ環境法においブ~る協働原則 一環境NG()

の政策関与方式 -｣群馬大学社会情報学部研究論文

集 3巻 (1997年Hqf)頁以下,清野幾久子 ｢ドイ､ソ環

境保護 におけ る協働原則｣法律論叢7,'う巻 4-5号

(2O()1年)27頁i/)､下,岡田幸代 ｢トイソ環境政策に

おけ る協働原則J早稲田法学 会誌51巻 (20Ol年 )

1～);jl!江ノ1弓土と参照.


